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令和６年度秦野市大根中学校区学校施設整備構想策定委託業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名称 

  令和６年度秦野市大根中学校区学校施設整備構想策定委託業務 

 

２ 業務内容 

  別紙「仕様書」のとおり 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

４ 提案金額の上限 

  ８，１４０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 参加資格 

(1) 本市の競争入札参加資格者名簿（コンサル：営業種目「都市計画及び地

方計画」又は「建築設計」）に登録があること。 

(2) 過去１０年以内に、公立小中学校の再編又は適正規模・適正配置に係る

検討事業を元受けで受注した実績があること。 

(3) 技術士（建設部門：都市及び地方計画）又はＲＣＣＭ（都市計画及び地

方計画）及び一級建築士をそれぞれ配置できること。 

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定 

（成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産者で復権を得ない者等）に 

該当しないこと。 

(5) 事業税、消費税、地方消費税、固定資産税及び住民税を滞納していない

こと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事 

再生法に基づく再生手続中の者に該当しないこと。 

(7) 秦野市暴力団排除条例（平成２３年秦野市条例第１８号）に規定する 

暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有す 

ると認められる者に該当しないこと。 
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６ スケジュール 

項 目 期間等 

(1) 公募開始 令和６年６月１９日（水） 

(2) 参加申し込み受付期限 令和６年７月 １日（月）正午まで 

(3) 参加資格審査結果通知の発送 令和６年７月 ５日（金） 

(4) 質問書の提出期限 令和６年７月 ５日（金）正午まで 

(5) 質問書に対する回答 令和６年７月１１日（木） 

(6) 企画提案書の提出期限 令和６年７月３１日（水）正午まで 

(7) 企画提案書の審査会 令和６年８月 ８日（木）予定 

(8) 提案者への結果通知の発送 令和６年８月上旬 

(9) 契約の締結 令和６年８月中旬 

 

７ 参加申し込み 

  本プロポーザルに参加を希望する場合は、次のとおり書類を提出すること。 

  なお、各種様式については、本市ホームページからダウンロードすること。 

 (1) 提出書類 

  ア 参加申出書（様式１） 

  イ 参加者概要書（様式２） 

  ウ 過去１０年以内に、公立小中学校の再編又は適正規模・適正配置に係

る検討事業を元請けで受注した実績を証する書類（契約書の写し等） 

 (2) 提出部数 １部 

 (3) 提出期限 令和６年７月１日（月）正午まで 

(4) 提出場所 秦野市桜町一丁目３番２号 

秦野市教育部教育総務課（教育庁舎２階） 

 (5) 提出方法 土日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時までに持参と

し、事前に提出日及び時間を下記１４の問合せ先へ連絡するも

のとする。 

 (6) 参加資格審査結果の通知 

   提出された参加申出書等の書類をもとに、プロポーザルに参加できる者

を決定し、その結果を令和６年７月５日（金）までに参加申出のあった者

全員に郵送により送付する。 
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８ 質問の提出及び回答 

  本業務に対して質問がある場合は、次のとおり書類を提出すること。 

 (1) 提出書類  任意様式 

 (2) 提出期限  令和６年７月５日（金）正午まで 

 (3) 提出場所  秦野市役所（教育部教育総務課） 

 (4) 提出方法 

電子メールにより提出すること。メールの表題を「令和６年度秦野市大

根中学校区学校施設整備構想策定委託業務に係るプロポーザル質問（事業

者名）」とし、メール送信後に確認の電話を行うこと。 

 (5) 質問書への回答 

   質問に対する回答は、令和６年７月１１日（木）までに本市ホームペー

ジ上で行う。 

 (6) その他 

   メールによる質問以外は認めない。 

 

９ 企画提案書等の提出 

  企画提案書は、次のとおり書類を提出すること。 

  なお、期限までに提出がない場合は辞退とみなす。 

 (1) 提出書類 

  ア 正本（様式３を表紙とする） 

  イ 副本（様式４を表紙とする） 

 (2) 提出部数 

  ア 正本   １部（クリップ留め、表紙Ａ４版、提案書Ａ４版） 

  イ 副本  １２部（         〃         ） 

  ウ 企画提案書等の電子ファイルを保存したＤＶＤ－Ｒ １枚 

 (3) 提出期限  令和６年７月３１日（水）正午まで 

 (4) 提出場所  秦野市桜町一丁目３番２号  

秦野市教育部教育総務課（教育庁舎２階） 

 (5) 提出方法  土日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時までに持参 

とし、事前に提出日及び時間を下記１４の問合せ先へ連絡す 

るものとする。 



- 4 - 

 

 

 (6) 企画提案の内容 

  ア 企画提案書 

    企画提案書には、次の内容を盛り込むこと。 

   (ｱ) 業務実施体制及び関連業務実績 

     人員配置、配置予定者の資格及び業務実績について 

   (ｲ) 全体スケジュール及び役割分担 

     工程、進行管理方法及び本市と受注者の役割分担 

   (ｳ) 内容 

     仕様書「５ 業務内容」についての実施方法 

  イ 価格提案書（任意様式） 

    契約金額の上限を考慮して設定し、詳細な内訳書を添付すること。 

    なお、契約金額の上限を超えたものは、失格とする。 

    また、参考として令和７年度の業務内容の参考見積も付すること。 

 (7) 留意事項 

  ア 企画提案書は、表紙及び価格提案書を除き、Ａ４版用紙・１０枚以内

（両面２０ページ以内）にまとめること。 

  イ 企画提案書は、基本的な考え方を簡潔に記載し、文字は読みやすい大

きさ（１２ポイント以上）とすること。引用する場合は、必ず出典元を

記載すること。 

  ウ 企画提案書には、提案者を特定することができる記載は行わないこと。 

 

１０ 受注候補者の選定 

本市職員により構成する選定委員会を設置し、次の評価基準により提出

された企画提案書及びプレゼンテーションでのヒアリング内容等を評価の

うえ、本業務に最も適した提案を行ったと認める提案者を受注候補者とし

て選定する。 

次表の「評価の視点」に基づき、それぞれ５段階で評価し、委員の点数

を合計した総得点により順位を決定する。 

Ａ（優） Ｂ Ｃ（基準） Ｄ Ｅ（劣） 

配点×1.0 配点×0.8 配点×0.6 配点×0.4 配点×0.2 
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(1) 審査基準 

 審査項目 評価の視点 配点 

１ 業務実施体制及び関

連業務実績 

・本業務を効果的、効率的に遂行す

るため、人員配置が適切であるか。 

・配置予定技術者は十分な業務能

力・実績を有しているか。 

１０ 

２ 全体スケジュール及

び役割分担 

・業務実施フロー及びスケジュー

ルが現実的で無理のないものとな

っているか。 

・本市と受注者の役割分担が明確

かつ妥当か。 

・進行管理方法が適切であるか。 

・仕様書を補完する企画が示され

ているか。 

１０ 

３ 有益な代替案、 

重要事項の指摘 

・業務全般にわたり、仕様書の内容

を補完する有益な代替案、重要事項

の指摘がある場合に優位に評価す

る。 

２０ 

４ 提案内容 ・業務内容を十分に理解したうえ

での的確な企画提案であるか。 

・本市の特性及び課題を十分に理

解したうえでの的確な企画提案で

あるか。 

・提案書の内容が、独創的で有益な

企画提案であるか。 

・提案書の内容が、実現性の高いも

のであるか。 

４０ 

５ プレゼンテーション ・受注意欲が感じられるか 

・説明が分かりやすいか 

・質疑応答が明瞭で迅速か 

２０ 

合  計 １００ 

  ※ 得点が同じ提案があった場合は、選定委員会委員による投票により、

決定する。 
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  ※ 参加者が１者であっても、プレゼンテーションを実施し、審査を行う。 

    審査の結果、提案された内容が実施要領、仕様書等の内容を満たすと

判断された場合かつ、得点が平均６０点以上の場合は、その１者を受注

候補者とする。 

 (2) 企画提案書審査会 

  ア 日時及び会場 

    令和６年８月８日（木）（予定）秦野市役所 

    時間については、企画提案書提出者に別途通知する。 

  イ プレゼンテーション時間 

    各提案につき４０分（提案の説明２０分以内、質疑応答２０分程度） 

  ウ 注意事項 

   (ｱ) プレゼンテーションは、企画提案書を受けた順に、個別に実施する。 

   (ｲ) 参加者は、１グループ４名以内とする。 

（配置予定の管理技術者及び主担当者は必ず出席すること） 

   (ｳ) プレゼンテーションは配置予定の監理技術者及び主担当者で行うこ 

と。 

   (ｴ) 提案説明の際、スクリーンは本市で用意するが、スクリーンに投影

するプロジェクターやＰＣ等は参加者が用意することとする。 

   (ｵ) 本市は、本業務の受注者の選定を行うために必要な範囲において、

企画提案書等を複写することがある。 

 

１１ 企画提案参加資格の取消し 

   次のいずれかの事由に該当した場合は、企画提案参加資格を取消し、提

出された企画提案書等は無効とする。 

 (1) 参加申出以降に、本実施要領による参加資格を満たさないこととなった

場合 

 (2) 提出書類に記載すべき事項が記載されていない、又は記載内容が虚偽で

あった場合 

 (3) 本実施要領に定める以外の方法で、本プロポーザル期間中に審査会委員

若しくは関係職員に本案件に関する援助を求める等の接触を行った場合 

 (4) 上記各号に該当するほか、本プロポーザルの中で著しく信義に反するも

のと審査会が認めた場合 
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１２ 審査結果の通知及び公表 

   審査結果は、提案者全員に文書により通知する。 

   なお、審査結果は評価の公表性、透明性等を示すため、参加事業者名を

伏せて、本市ホームページ上で公表する。 

 

１３ その他留意事項 

 (1) 本プロポーザルに参加するために要する一切の経費は、提案者の負担と

し、提出された書類は返却しない。 

 (2) 提出期限後における書類の差し替え、追加提出及び再提出は認めない。 

 (3) 審査結果に対する異議申立ては、これを認めない。 

 (4) 企画提案書類等に虚偽の記載をし、その他不正行為をした場合は、当該

提案を無効にする。 

 (5) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、秦野市情報公開条

例（平成１７年１０月４日条例第１４号）に基づき提案書を非公開とする。 

 (6) 本業務に当たる、技術士又はＲＣＣＭ及び一級建築士については、原則

として提出した書類に記載した者とする。 

 (7) 受注候補者として選定された後に、提案内容を適切に反映した仕様書の

作成のために、ヒアリングを実施する場合がある。 

 (8) 参加申出以降に辞退する場合は、参加辞退届（様式５）を提出すること。 

   なお、辞退により今後の不利益な取り扱いを受けることはない。 

 

１４ 問合せ先 

   秦野市教育委員会教育部教育総務課施設管理担当 内田・山岸 

   〒２５７－８５０１ 秦野市桜町一丁目３番２号 

   電 話 ０４６３－８４－２７８３（直通） 

   ＦＡＸ ０４６３－８３－４６８１ 

   E-Mail k-soumu@city.hadano.kanagawa.jp 


